
 

 

 
身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

※ 電話やメールによる料金請求は、まず詐欺を疑う。 

※ メールに記載されている連絡先には電話しない。確認が 

必要な場合は、官公庁等のホームページに記載されてい 

る電話番号へ連絡する。 

※ 記載されている URL もクリックしない。 

※ 身に覚えのない請求は無視する。 

  

国税庁 

未払いの税金があります。 

至急連絡してください。 
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